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は じめ :こ

法の運用 には正確 な実態の把握が先決であ

ることは申す まで もない。近年、口腟衛生思

想の高揚 によって、国民の歯科 に対す る要望

も多様化 し、修復歯科 (Restorative dentistry)

を主目艮に した診療形態ではこれ らの変化 に対

■て きな くなって きたこ とは、臨床に携 って

1■ 二 て́■ さ■ ι ところである[開 業医
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=)卜 =― ,,二 十ヽ lfiし た政策 を講 して きた :

しか し、ここ数年来、歯科の 3人疾患 の ‐つ

である歯周病 に対す る国民の関心が強 まるに

つれて、 ときにはマスコ ミによるキ ャンペー

ン的な報道 も手伝 って、行政当局 も無視で き

ない状況 になって きた。 この ような背景の下

二、厚生省は今後、予定 されている社会保険

■‐イ⊃手始め として昭和 60年 3月 1日 の診療

]■ iti:」 において歯周疾患治療 に関す る大幅

■ _● ´を行なったが、その内容が臨床の実
Fttr二 ´ 」_tも のであるか どうか、疑間な点

1 ‐i~tテ :ま 日進月歩であ り、進歩

しrf■■ 1‐、||二 t́最新の治療行為が、保

険結 lj~呈」三て ェ=三 l iFiじ ていたことは良

識ある臨 ■ it,I_|=~二 二、「ヴ生省側 も実感

として受 け 三二
~I ´

三二二,ま ■イ象で きる。日午

年末、静同地裁で争われている、いわゆる_L

杉事件 と今 口|の 診療 報酎‖改言」の内容 とは、

まった く無縁でない と考 えることは短絡過 ぎ

るだろうか。歯周疾患 を■視 した今回の改訂

趣 旨が、一月2開 業医に浸透 し、実際の臨床で

活用 されるためには、臨床の実態 に即 した内

容であることが前提 になる。実態 を無視 した

多 くの規制が今後 とも存続す るならば、 1プ 生

省が 目標 にかかげた歯科医療の姿 は虚構化 し

て しまうだろ う:筆者 は本誌の特集テーマに

:毎 した :li題提 |こ がで きるほ と
｀
保 1険制度 に通 じ

ているわけではないが、保険医 として 日常
・の

診療 に従事 している中で、今回の改訂 によっ

て、臨床 に不都 合 と思われる諸問題 を幾つか

検討 してみたい。ただ、後述す る論点が筆者

の社会保険制度 に関する不勉強、無理解か ら

生 じた部分があるな らば、 どうか ご指摘 をい

ただ きたい。

歯周疾患処置上の制約 に阻まれた包括的な治

療計画

今 回の診療報酬改定 の趣 旨は、「技術料の

重視、プライマ リー・ケアの推進、在宅医療

の促進等の診療報酬|の 合理化 の方向に沿い、

当面合理化すべ き事項 について実施 し、 もっ

と医療費の適正化 と医療経営の安定 を図 り、

良質な医療 の安定的供給 を確保す るもの とす

るJと されているが、その実態 について歯科
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臨床の立場か ら言い換 えるな しば、ここで言

う診療幸に酢‖の合理化 とは大幅 な包括化 |マ ル

メ)を 意味 し、 また医療費の適 11:化 とは受診

頻度の少 ない処置 に点数 をスライ ド(加算)さ

せ、頻度数の高い処置 は減点あるいは包括化

した もの と言える。

そ して、改言∫の根幹であった歯周疾患 に関

す る問題点 としては、保険の治療術式の基本

となる「歯槽膿漏症の治療指針 Jが手直 しされ

ない まま治療手順のみが提示 されていること

である。 この治療指針 は H召 和42年 に厚生省が

作成 した ものであったが、当時の我国の歯周

病学が欧米諸国に比較 して立 ち遅れていたこ

とは否定 しがたい。その後、近代は,科医学の

学理 を身につ けた臨床医の多 く|ま 日本歯科医

師会お よび厚生省に対 し、治療指 ,|の「ち容 を

改正す るよう度々進言 して きた。 日本歯嘔■

学会が後ればせ なが 弓昭和 56年 5月 に現 在乃

歯科医学 に即応 した新 しい「歯周疾患治療指

針 Jと「歯周疾患治療 における診査お よび診療

行為の要望点数Jを 合わせ て 日本歯科医師会

に答中 して、はや 4年 を経過 した。 しか し、

今回の改定では治療指針 は 1日 態依前で、治療

手順のみが先行 したのは、 どの ような理由か

らなのだろうか。真意が掴めない。

さ為に、医学的見地か らみて一つの疾′もに

対 し、最善の方法 をとるのは医師jの使命であ

り、医療モラルであるが、厚生省は今回の改

定で治療方法 を二通 り提示 し、点数の高い方

を選択す る場合 には、多 くの条件 (制約)を 設

けた。 これは、医療費抑制の政策が優先 され

ているとの指摘 を受 けて も仕方がない。今後、

特 に、開業医にとって憂慮すべ き事柄 として、

本来主治医が持つべ き歯科臨床 における裁量

権が著 しい侵害 を受 け、それは歯周疾患処置

に関す るものに とどまらず、 歯牟にゴ般の治療
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髪くかかわ りなが ら種 々 F)青」|り 打い

|し る糸キ果になった こ とであ る「

二|_か ら予定 されている特定療養

・こえ :=:■ 法改正等の一連の問題 と

我 々は慎 重 かつ深刻

す る要項 につ いて、
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に不 可 欠 の要 素 で あ る こ とが 三千iら んセ な っ

た。 故 に、ネ南級 の 予後 を推 定 Assunlption of

prOgnOsis)す る際 に も歯 周組 織 の健 康 管 理 を

抜 きに した治療 方針 は成 り立 た な くな った と

ζえ るべ きで あ る。患 者 さんの 自党 (協 力)の

1::‐:=よ って補綴 の運命 が左 右 され るため 、

~二
― ■コ ン トロー ルに対 tる患 者 へ、の動機
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ので あ るが 、今
=:「

[〔 :て そ '■ 'ど の程度評

佃1(適「さ1灸 ll ll.十 二■ 【_■  を′受 け て い る

か 、残 念 な 長 `て ,こ

i二 年 、 ■ F:「 ■■ 体系が過去 の 1歯単位 か

ら 1「下
=:i:■

:二 、こ、 さ らに 1ザ貞□月ウト中イヽLΛ、と

変 って きた :基本的 な歯科 臨床 の 目的 |ま 顎 にJ

t'卜 系 :=義 :[は 明疇器管 )の 機 能 をいi復 、 保持

す る こ とで あ る こ とは、過 去、現 在 、 未来 を

i重 して変 りの ない原則 で あ る=そ こで 、歯科

|[お け る ,台療 計 画 (TreatΠ lcnt planning)は 顎「 1

膝 系 の機 能 を回復す るための治療 行 程 を意「ll

す るので あ るか ら、 口膝 に存在 す る疾
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解釈 している=と ころが、歯周疾患 における

「治療計画書 _に よる診療 の場 合、多 くの制約

事項 (時 謄:、
三 _‐ 、■数、補綴 との関連等)がつ

け られて _1■ ため に、基本 的 な治療計画

ll tt i■ il■ inning,そ の ものが、症例 に よっ

て ■・
=::む

束を受 ける結果 になった。

■三
:、 1¬ 歳～55歳 までの患者 を対 象に残存

t ~it,こ よ り歯槽膿漏ソil指 導日寺0こ 力日算点数が

」三 られたことは、歯科疾患実態調査の結果

を踏 まえた もの と言 われてい る。 プ ライマ

リー・ケアの観点か らはむ しろ年代 を繰 り下

げた方が よ り効果的であ り、 この年代層の患

者 は多 くの場合、多数歯欠損 による歯冠長の

延長、歯牙の位置異常、咬合平面や顎間距離

二・を 生 して 、‐るので 、歯 □疾患 の立

tl ■
=:二

十■ 三菱 ■ 1・
=31・

■■1

11● ■ ||:=,I11:i tl「 =「 =、 ='行
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「■■ :兵 :豪 ,こ よ る

ti■■兵 |三 ::3iL岳 :訂 fと して機能の回復

をすすめなが ら、経過 をコン トロールす るこ

とが よ ),効果自勺な,台療 と考 える。 しか し、「 ,台

療計画書 あ りJを 採用 した場 合、時間的制約

|こ よ り最低で も lヵ 月、 あるいは O′ Lcaryの

プラーク・スコアの成績 いかんでは数 ヵ月 も
~警

:、 これ めの補綴装置の恩恵 を被 ることが

f fftに
なって くる。これ らの多 くの制約 は、

「 |「・■二i treatnlent planning)に お ける方£十な

「 1 lf i3遺 定 (selection of nlethod and plan)、

「
‐ 手 ir」 よび 日程 の作 製 (programming)等

il I=t iltす ため、治療計画その ものの

|.■ 子 ギ i・ 1■  `ガ Lて いる。

I i: ~■ ■ 二よる と歯 を失 う原因の うち

50'ぅ ま|■ :二 :「 「iす るとされるように、歯

周 J夕:層 |ま :三 三 二■1´
.こ お ける重大疾患 であ

る= しか し、「● :'it‐i.ま ち くまで口腔疾′志の

‐―
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一つであることを再認識す る必要がある。顎

口膝系の治療 を進めるにあたって、歯周疾患

処置上の制約のため、歯科治療全 1支 の包括的

な治療計 画 (treatnlent planning)が立 て られ な

い とすれば、はなはだ遺憾である。歯周疾患

に対す る理想的な治療体系 を虚構化 させ ない

ために も、臨床の実態 に沿 った弾力的な法の

運用 を切に願 うものである。

以下、lll例 を紹介 しなが らこの問題点 に検

討 を加 えて行 きたい。

各論

咬合の異常 と歯周病が合併 した症例 は、緊

急処置 を除いて、臨床学的には双方の治療 を

並行 してすすめるのが よ り効果的で、治癒経

過か らみて も良好な結果が得 られる場合が多

■ :最 i二 の研究 によって、咬合 1生外傷が歯肉

:⊃ 炎fi[、 歯同ボ ケ ントの形成の直接の原因に

|ま な らなにヽことが実証 さオ■るに至 り、 やや も

す ると咬合の問題は lll要 視 されない傾向が

部 にあるのは残念である。実際の臨床では余

程 口膝内環境が良好でない限 り、長期 にわた

るタト傷 1生咬合があるに もかかわ らず、病的 盲

嚢が存在 しない夕1は 稀有であ り、咬合の崩壊

現象 を防止、回復 しなければ歯周病 に対す る

処置 に も限界 を示す症例が多 くある。 この よ

うな複合型の疾患 において、咬合病、歯周病

と分・・l~し て治療 を行 なうことは、歯科の治療

体系が有機的に連携 されていない大学病院な

らい ざ知 らず、総合的な臨床知識 を持 った臨

床医ならば包括的な治療計画の もとに治療 を

進めて行 くのが常識である。 ここに提示 した

幾つかの症例 は、歯内療法 を別に して、咬合

関係 と歯周組織 に問題があるために口膝疾患

が よ り重篤 な症状 を呈 した とllF測 されるもの

で、筆者 はその時点で必要 と思われる治療手



段 を選択 したの この場 合、 も し,台療言|‐ 画ギトに

もとづ く期 間 、歯数 、イF歯令、ネ1:縦 関連 、フ
・
ラー

ク・ スコア等 の拘 束が あ った場 合 、 FHl質 の医

療 内容 が補 償 さオしうるか どうか をご半りlll謝れヽ

たい。

症例 1(図 1-1～ 10)

概要 :85歳 の女 1`[で 、印 蝕 と歯 |【」病 うゞ 喝11ヽ

と′思われ る歯 %・喪 失の まま、補|:i t Fiを

`iな
わず現 泊iま で放 Fl‐ 残 存はT ― 二 =|ま す た

違 いの ため 、 1交 合せ ず 歯 ll疾患 とカ リエ スに

離:警、していた。

主訴 :日 |111不全による体力減 j量

台療方針 :す れ ,墓 い咬 合 の状 態 で長 期 間イ
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図 1-1  初言ク(H召オ1159イli 3'」 24日 |か
',3111i

H後の
「

]膝 内所見,忠 者と保
`1隻

者には米坑′')た

tooth l)rushing techni(11lc と 1)l[t(luて  ヽconti ol υつ

vationを 1励 イi。 ()′ I´ear yの plaque scorc 42%‐

 ヽ1

図 1-3 同時期の下顎。残イメ歯厖3457は 歯肉縁下

の歯石沈着とレ 近′と、側歯肉 FJの 出血、排膿が認め

″っれる。スケーリングののち、治療用義歯のため L

下顎の印象採得ご
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図 1-4 治療 5回 H(初 診 日か ら14日 卜]):i台 ■ :i

義 liを ]膝 内 に装若 した状 態.()′ I´ ear、 の Pl■ .=

scOrc 35%ご 再度 scalingと roOt planillド をi■
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図 1-6 最 1冬 ■
~歯

が 口性 内 に装 着 され た状 態 .初
:ク か らltド ■′1111H召 オロ59イト111月 24[l). 碁刊司1■糸哉及

ひ顎機能 巽 離 |ま 」丈詩され、咬合関係 も安定 して きた .

0′ Lcar、 の plaqut、 c()rC 25%.

"上

十
`it出

:1共 オ手の Lツ !モ I「 81. 5411は 有|′」

後、十一バー・デンチ ャーの支台由に利用 .

「
]の 口略内所見.T言嚢 llll

■ |キ |:3 5mm), O′ Lcary σ)

図 1-8 最 千

`三
l ati()1〕 と ア

`DI
preI)を 1l atl()「 〕■1■

■■ ,1´
'|:童

inl“llt,支 存 歯の resto

■ ■ li t形 態 修 正 に よ る n10uth

il_て t,ろ

.三 :「11

1)l ti(1ll t

‐́~…r77■
|`|||■ |=|:``i暑7撃鷲繋撃多後′́多電願

図 1 10 同時期の上顎拡大写真.11は オーバー・

デ ンチ ャーの支台歯 として rOOt capと O′ ringが 装

着 されている.歯周組織は軽度の歯肉炎を起こして

いるが、盲嚢測定値 1-2 5mm=

―
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症例 2(図 21～ 11)

概要 :患者 は47歳の女性。重度の歯周疾患

と咬合崩壊 によって咬合位が保持で きず低位

咬合 になってお り、上下顎前歯部の唇側傾斜

と動揺が顕著。

治療方針 :歯周療法 と並行 して、偏位 した

咬合関係 を改善す る目的で、治療用義歯 によ

る咬合挙上 を含めた咬合の確保 と咀唱機能の

回復が先決である。

図 2-2 初診時の上顎咬合面観。歯列弓全体の唇

佃1傾斜 と歯間離開が顕著。口蓋側歯肉辺縁のクレー

ター状のポケ ット形成 と深化が認め られ、前歯部の

動揺度は 2-3度 。

図 2-4 治療 3回 目の 回膝 内所 見。 scalingの 後 、

卜 は保存不可能 につ き、治療 2回 目に抜歯 を行 なっ

た。初診時 と 2回 目に plaque controlの mOt市 a●on。

〇
′Learyの plaque score 52%。

68

=2 1 1=言
ク≒ ]F=IIS三

=弓 =[:D□ 腟内所見。

=≡膏主
=態

:ま 不良で、三i三■ ■二■壊 と残存歯

群の偏位咬合のため、亡三毛薇 ;崚疾 をさら 1二 重篤

に している。歯肉の出血、
「

ド強が頭著
=

図 2-5 治
=3E目

の左側 口腟内所見。ド のみ咬

合関係になって t.る cこ こで治療用義歯の印象採得

と咬合採 得 を行なった。なお、右側自歯部 は■ の

みによって崚合関係が保たれていた。
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コ 2-8  '台 療 開女台か ら率勺9 ヵ月後 (昭 和 591三 3月 16

日 に最終補綴物 が装着 された 口腟 内写真。 O′ Leary

つ plaque scOre 24%。

■特集■保険医療と診療の 自由

図 2-7 治療用義歯咬合面 に レジンを添加 し調整

した結果、最終的 には自歯部で約 3 mmH交合挙上 と

なった (初診後 7ヵ 月)。 この間、義歯 を利用 して歯

間離開を修正。〇
′Learyの plaque score 23%。

図 2-9 装着時右側側方面観。854の 歯冠咬合面

部は部分床義歯の金属によって被覆 される。ver den

tureに なってい る。自歯部で約 3 mmの 咬合挙上が

可能になった。

図211 治療用義歯 と最終義歯の咬合面観。



症例 3(図 3-1～ 11)

概要 :患者 は53歳 の 女|■. F顎は無 ]朱i顎 [

ク支存 l有 の 653156は 全て 1参 復 さブして t'■ ||、

補糸穀物 の破 11"ゞ見 るオl、 21231ま lt,● :ti[

な って いたっ トサ貞のりIIJブ亡|1及 l「 (|ま す|:■
:て 、 ■

‐
1

歯の安 定ヤLは llni端 に 不」
'1

治療方針 :_1顎 |ま

(1晰 財
1を

|!∫ ′之|lt二
′

図 3-1 1り :''■ 三‐■「T■ ll i二 :::  ::■ :,・  し :∵  ― :」 j~三   二 (   1■  三 :二   」・ ■■li II!

をムⅢじ _て 、 ろ ::'■ ら||,こ 、21」 二|ま
rlt ri手 二 三■tlit l‐  t` .i   .1 1  ヽ1ご   ‐    j｀ ■■■|

このようなJ正
||」 で 1ま plaq ue scoreは 無意味 と思わブしろ: ■i■ 11■ ■ 1「  ■ 11■ ■1,  || ■ 1  1■ .: 二、|

図 3-2  ,デ ロが311111に ,IJが

'|〕

:正 111′ ),'ti芭 三 | :||

l_歯 の咬合1采 得を行ない、2123の グヽ 11‐・‐11■  ■

イ は  4i懸 イ市|[brll、 hingを し
―〔いろが、 1'イ 111

ため歯 勾の改 :1に は限|■ がある。

図 3-4 同 日、下 顎 治療 用義歯 の床 卜粘月史面 を一

層 削除 し、tissue cOnditionerの ため に スペ ースを確

保。 oral physiotherapyの 意味 で無 歯号日にお け るり兵

1/1粘 膜 の調整 も行 なった .
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図 3-5  1::
整後 ti、 、・ .、 ‐

能 を推■
`て

■

め るこ と|■■三

■ ■療 用義 歯 を言」に適 、崚 合コ司

ニミ これで、患者 には口fL咋キ||

ユ:14的 な歯用 、歯 内療 法 を まし

 ́千二

唯1機 l― の

“

11復 を目的とする治療用義歯 を製作 したら
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冤

・・・熙

11、 上 ド顎の治療用義歯の支持、安定

[ち る ●lal h、 tieneに ついて再度 nlotiv ate

すl問 使 用
′
li馴 !的 な

■特集■保険医療 と診療の自由

図 3-7 歯 |」 判1市 t十 二ん 1年 f年 用 をノえ|ま してい る 1参 復

物 の IJ十ちt部 を切除 |´ 、 brttshingが 容 易 に出 来る形

態 に した .

□ 3-9 1,り 「i,十り3ヵ 月後、 11顎 に全歯 列 i上 十売固定

ltl討tに よる古七十冬れ打糸11勿 を目月ネ「勺に装 , (H召 不‖58年 3

月 2 H,. tooth brushing tccllili(11l e と illtcl(lcntal

l)rllshing tecllniqlleを 1旨 導 (

図 3-1l   L~ド 号貞ilイ冬ネ‖,辛 1■71か li]:: ヽ11 lt lfさ ブしメ

1人伸1(H`]禾 l158年 3月 1711 卜lrrrD pla(luc score 23%

鰺



症例 4(図 41～ 11)

概要 :患者 は67歳 の女性。他院でプラーク

コン トロール、歯周外科、暫 間固定術 を受け

たにもかかわ らず、歯周組織 の改善に限界が

あ り、咬合の崩壊が進行す るため、紹 介 され

て来院 した症例である。

治療方針 :診 査 の 結 果 か ら、 mOtivatil■

brushing(plaque score 28% な ど 1■ ,ま らま

問題がな く、咬合の崩壊 を貪 、・二うるこ二■

先決であると判断 した=上≡事
=詳

つ蕃●:華

位 を矯 正 す る こ とで anteriOr guidanceの 確

保 を試みたこ

図 4-2 初診時の上顎咬合面観.7661の 口蓋
'1=肉辺縁 にク レー ター状 のポケ ント形 成 と深イヒがら

り、圧排 によって出血、排膿が認め られた=ゴ ま

暫間固定がなされていた。

図 4-4 初診時の左イ員」伸1面 観。咬合の崩壊が顕著

で、咬合するたびに歯牙の動揺が認め われる。咬合

位の保持には不安定な状態である.

トロー

t′●1ま

図 4-5 す
=三

攻 奎崩壊の抑制 と上顎前突 を矯正

す る 目白tで H alヽ 1■ applianceを 応用 した splintを

装着 し、咬合う安定 をはかった。
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一
瑣

: s=lintを 装着 して 4ヵ 月経過後の口膝内所

二「 吉、全顎にわたる咬合調整 と2+2の フラッ

・′をt行 =前 歯部の被蓋関係 もほぼ正常になり、

t善 も安定 してきた
=

:::ヽ ==見 : 全 f卒 匡り1[iく ケ ン ト

D骨 1直状態 も良好 であ る。

三、 右側側面観。左佃Jと I司 じF/rT見 が言]め

■ iま 堅固な咬合関係 を保持す るようにな

し― l― ル・ス トンバ ~と しての役割 をはた
j可

圭になったこ

■特集●保険医療と診療|の 自1由

図 4-7 咬合面観。初診時 に比較 して歯周組織 の

状態は改善 され、骨植 も良好になった。大幅な歯冠

部の形態修正を行なっている。

図 4-9 1司 、左側側面観所 見.初診時 (図 4-4)と

比較 して咬合関係 も著 しく改善 され、それに伴 って

歯周組織の形態 も良好になった.

図 4-11 同、 前

歯部拡大写真 =歯
列 の位置 はほ |ま正

常 と思 われ、骨植

状 態 も 良 好 で

probing,_よ る 出

血 も

'肖

退 した = こ

の時 の O′ Leaぃ の

plaque  score  lま

277ら であ ったこ初

診時 の28%と 上ヒ較

して 考 え て ほ し
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